
コロナ疑似症病床の今後の扱いについて 

 

令和４年１０月１２日 

 

１．病床確保料における協力医療機関の補助区分廃止 

  協力医療機関は、新型コロナ疑い患者専用の個室病床を設定する医療機関。 

  コロナ流行初期段階では、発症から診断まで１週間以上かかるケースもあ 

ったことから、協力医療機関において疑似症専用病床を確保する必要があっ 

たが、昨今、検査結果が迅速に把握できるようになったことなど、コロナ診療 

の実態を踏まえ、令和４年１０月１日より病床確保料における協力医療機関 

の補助区分を廃止することとなった。 

 

２．関係通知 

（１）令和４年９月１３日付事務連絡において、厚生労働省から令和４年度新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援事業（医療分）を本年１０月以降も当面

継続する旨都道府県へ通知された。 

   同時に、病床確保料について疑似症病床を確保する「協力医療機関」の補 

  助区分を廃止し、コロナ病床等への転換を図るなど、コロナ診療の強化や通 

常医療との両立を促進するための見直しをすることが示された。 

（２）令和４年９月２２日付事務連絡において、厚生労働省から当該緊急包括支 

援事業（医療分）に関するＱ＆Ａ（第４版）が都道府県へ通知され、協力医 

療機関の制度が廃止される訳ではないので「感染対策向上加算２」等の協力 

医療機関であることが算定要件とされている診療報酬の取り扱いに変更は 

無いこと、補助区分廃止に伴う経過措置は無いことが示された。 

（３）令和４年１０月５日付事務連絡において、厚生労働省から当該緊急包括支 

援事業（医療分）に関するＱ＆Ａ（第５版）が都道府県へ通知され、重点医 

療機関が運用している疑似症病床は、都道府県内のコロナ診療の実態や医療 

機関の意向も踏まえて、コロナ病床等への円滑な転換を促すこと、重点医療 

機関の専用病棟にある疑似症病床については従前通り病床確保料の交付対 

象になることが示された。 

 

３．神奈川県医療危機対策本部室交付金担当に確認（１０月１１日） 

神奈川モデル高度医療機関・重点医療機関・重点医療機関協力病院Ａで県 

認定要綱①に該当する医療機関で、国の重点医療機関の指定要件を満たす場 

合、専用病棟にある疑似症病床については従前通り病床確保料の交付対象に 

なる。 



但し、専用病棟以外の疑似症病床は交付対象外である。 

 

４．湘南泉病院のケース 

（１）神奈川モデル重点医療機関協力病院Ａ（陽性病床６床＋疑似症病床１７床） 

として県認定要綱①～⑤に該当している。 

（２）疑似症病床１７床の内、８床は専用病棟、９床は専用病棟以外に配置。 

（３）１０月１日付の変更により、専用病棟以外の疑似症病床９床は陽性病床へ 

の転換を検討中。 

 

〔参 考〕 

「神奈川モデル」における重点医療機関等に係る国の指定要件との関係整理に 

ついて（令和４年５月）抜粋 

 



 


